
王寺町児童生徒就学援助要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条の規定に基づき、経済的

理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、必要な援助（以下「就学援助」

という。）を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（1）町立学校 本町の設置する義務教育学校をいう。 

（2）児童生徒 本町の区域内に住所を有し、かつ、町立学校又は国若しくは県が設置した小学

校若しくは中学校に在学している者 

（3）入学予定者 本町に住所を有し、かつ、次年度町立学校前期課程に入学若しくは後期課程

に進学（以下「入学」とする）予定又は国若しくは県が設置した小学校・中学校に入学予定

の者 

(4) 保護者 児童生徒又は入学予定者を保護する者をいう。 

（対象者） 

第３条 就学援助を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、児童生徒又は入学予

定者の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、本町以外の地方

公共団体から教育扶助を受けている者を除く。 

 (1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者 

 (2) 教育長が前号に準ずる程度に経済的に困窮していると認める者（以下「準要保護者」と 

いう。）で次に揚げるもの 

 ア 生活保護法第８条の規定による基準に基づいて、その世帯の需要額〔生活扶助（Ⅰ類、

Ⅱ類）+期末一時扶助+教育扶助（基準額）+学校給食費+住宅扶助〕の１．３倍を基準と

し、世帯の所得額が基準額を下回る場合（所得額は、原則として前年の年間総所得額）で

ある者 

 イ その他、教育長が特に就学援助の必要があると認める者 

 （就学援助費） 

第４条 就学援助費の費目は、別表のとおりとする。ただし、要保護者が受けることができる就

学援助費の費目は、別表中３の項、６の項及び７の項とする。 

２ 前項に規定する別表に定める費目に係る就学援助の額は、年度毎に教育長が別に定める。 

 （申請手続） 

第５条 就学援助を受けようとする者は、就学援助費受給申請書（別記様式）に当該児童生徒の

在学する学校長（必要と認められる場合にあっては、当該学校長のほか民生児童委員）の意見

を付し、次の各号のいずれかに該当する書類を添付した上で、学校長を経由して王寺町教育委

員会（以下「教育委員会」という。）に提出しなければならない。ただし、町立学校以外の学



校に在学している児童生徒又は入学予定者に係る就学援助の申請の提出方法は、この限りで

ない。 

(1) 同一世帯全員の本年度課税証明書 

(2) 本年度の町県民税及び所得税の申告書の写し 

(3) 前２号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、別表中４の項の支給を入学前に受けようとする者は入学予定年

度の前年度に就学援助費（入学準備金）受給申請書（別記様式２）に前項の各号のいずれか

に該当する書類を添付した上で教育委員会に提出しなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、生活保護法第１３条の規定による教育扶助が行われている児

童 

生徒の保護者の申請については、教育長が別に定める。 

 （審査及び通知） 

第６条 教育長は、前条の申請を受理したときは、延滞なく審査を行い、就学援助の認定の可否

を決するとともに、その結果を速やかに申請者に通知する。 

２ 教育長は、前項の審査に必要があると認めるときは、申請者の承諾を得て、当該申請者の就

学援助の対象者としての資格に関する事項を官公署に照会することができる。 

３ 教育長は、第１項の審査により申請者に係る就学援助の認定の可否を決したときは、速やか

に、当該申請者の児童生徒又は入学予定者が在学し、又は入学を予定している学校の学校長に

対し、当該児童生徒又は入学予定者の認定の可否を通知する。ただし、当該申請者の児童生徒

又は入学予定者が町立学校以外の学校に在学しているときは、この限りでない。 

（認定期間） 

第７条 前条の規定により就学援助の認定を受けた者（以下「被認定者」という。）が就学援助

を受けることができる期間（以下「認定期間」という。）は、次の各号のいずれかの期間とす

る。 

(1) 被認定者が定期申請期間内に教育長に対し第５条の申請を行ったときは、当該年度の 

４月１日から翌年の３月３１日までの期間 

(2) 被認定者が随時申請期間内に教育長に対し第５条の申請を行ったときは、当該被認定 

者が教育長に対し就学援助の申請をした日の翌月の１日から学年末日までの期間。ただ

し、教育長が特に必要があると認めるときは、当該年度に限って開始日を変更することが

できる。 

２ 別表中４の項については、第１項の規定にかかわらず、入学前の教育委員会が定める日ま 

でに申請し認定された者に支給できるものとする。ただし、この規定により支給を受けたと 

きは、翌年度の別表中４の項は支給しない。 

 （就学援助費の支給及び委任） 

第８条 教育長は、被認定者に対し前条に規定する認定期間に応じて第４条に規定する就学援

助費を支給する。 



２ 教育長は、就学援助費を原則として、被認定者の指定した金融機関の預金口座に、口座振替

により支払うものとする。ただし、医療費については、被認定者からの請求があった場合にお

いて学校長を経由して医療券を交付し、児童生徒が受診した医療機関の請求に基づき、口座振

替により支払うものとする。 

３ 学校長は、被認定者からの委任状により、当該被認定者の就学援助費の請求、受領及び執行

を行うことができる。 

 （異動） 

第９条 被認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、教育長に当該事項を届け 

出なければならない。 

 (1) 第３条各号の規定に該当しなくなったとき。 

 (2) 就学援助を必要としなくなったとき。 

 (3) 第６条の認定に係る所得に対し、修正申告を行ったとき。 

 （取消し） 

第１０条 教育長は、次の各号に掲げる場合、第７条に規定する認定期間中であっても被認定者 

に該当するものでなくなった日をもって就学援助の取消しを決定するものとする。 

(1) 被認定者の児童生徒が死亡したとき。 

 (2) 被認定者の児童生徒が転校したとき。 

 (3) 入学予定者が、町立学校若しくは国、県が設置した小学校又は中学校に入学しなかっ 

たとき。 

(3) 前３号に掲げるもののほか、教育長が就学援助の認定の取消しを必要と認めたとき。 

 （返還） 

第１１条 教育長は、当該被認定者が次の各号のいずれかに該当したときは、援助費の全部又は 

一部を返還させることができる。 

 (1) 当該被認定者が当該取消しに係る部分に関し、すでに援助費を受給しているとき。 

 (2) 当該被認定者が偽り、その他不正な手段により援助費を受給しているとき。 

 (3) 教育長が前２号に揚げるもののほか、特別な理由があると認めたとき。 

 （その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

 

 附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

ただし、第５条、第６条並びに第８条第１項及び第２項の規定は、平成２９年２月１日から施



行する。 

 附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 ただし、第５条第 2項の規定は、令和４年２月１日から施行する。 

 


